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【 地方行財政関係 】

１ 地方財政について

「強い社会保障」の実現など国民の生活を守り、経済の活性化を図ってい

くためには、これを支える地方の財政基盤の強化が不可欠である。よって、

次の事項を要望する。

（１）国が経済対策等により創設した交付金や交付金を原資とする基金事

業については、実施主体となった地方の意見も踏まえて、下記のとお

り見直すこと。

①妊婦健診の無料化や介護職員の処遇改善等、基金事業として実施し

ているものの中には、本来臨時的な対応でなく恒常的に実施すべき

ものがある。これらの事業については、基金事業終了後も引き続き

実施できるよう、明確な財源措置を講じること。

②地方自治体の裁量による主体的かつ弾力的な取組が可能となるよう、

基金事業の進捗状況に応じ必要なものは期間を延長するなど更なる要

件の見直しを行うこと。

（２）地方負担が生じる国の施策の制度化に当たっては、地方と十分協議

を行い、確実に財源措置を講じた上で実施すること。

（３）地方債について、長期低利の良質な資金を安定的に確保すること。

２ 新たな地方公会計制度における会計基準の整備

について

今後の地方自治体の経営改善への取組を推進するためには、複式簿記・

発生主義に基づく新たな地方公会計制度の導入を積極的に進める必要があ

る。

その際には、行政の特質を考慮した上で、分かりやすく、自治体間や民

間の類似事業との比較も容易な財務諸表が作成できる全国標準的な会計基準

を整備すること。

今後の全国標準的な会計基準の検討に当たっては、地方財政の実務の実態

を十分踏まえるとともに、地方自治体を幅広く参画させるなどその意見を最

大限反映させること。






